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（現代的な課題）
・ 社会的・職業的に自立した人間として、我が国や郷土が育んできた伝統や文化に立
脚した広い視野を持ち、理想を実現しようとする高い志や意欲を持って、主体的に学
びに向かい、必要な情報を判断し、自ら知識を深めて個性や能力を伸ばし、人生を切
り拓いていくことができること。

・ 対話や議論を通じて、自分の考えを根拠とともに伝えるとともに、他者の考えを理
解し、自分の考えを広げ深めたり、集団としての考えを発展させたり、他者への思い
やりを持って多様な人々と協働したりしていくことができること。
・ 変化の激しい社会の中でも、感性を豊かに働かせながら、よりよい人生や社会の在
り方を考え、試行錯誤しながら問題を発見・解決し、新たな価値を創造していくとと
もに、新たな問題の発見・解決につなげていくことができること。

２１世紀が知識基盤社会であるという認識は、前回改訂と共通。
グローバル化や情報化等の変化が加速度的となる中で、

将来の予測がますます難しい時代に。

これからの時代に求められる在り方
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初等中等教育段階における知的財産に関する資質・能力の育成に向けて①

発達段階に応じて、新たな発見や科学的な思考力の源泉となる創造性を育むともに、
知的財産の意義（保護・活用の重要性）に関する理解を育む。

現行学習指導要領（平成20・21年告示）における改善充実

【創造性の涵養】

平成１８年に改正された教育基本法を踏まえ、各教科等の特性
に応じた創造性の涵養につながる力の育成が盛り込まれた。

【知的財産の意義の理解】
○中学校 技術・家庭科〔技術分野〕

・新しい発想を生み出し活用することの価値に気付かせるなど、
知的財産を創造・活用しようとする態度の育成に配慮すること
が、新たに盛り込まれた。

○中学校 音楽科、美術科
・知的財産権等に関する記述が、新たに盛り込まれ た。

○高等学校 芸術（音楽、美術、工芸、書道）

・知的財産権等について配慮し、著作物等を尊重する態度の形
成を図ることが、 新たに盛り込まれた。

○高等学校 工業科

・工業に関連する知的財産権等についても扱うことが、新たに
盛り込まれた。

○高等学校 商業科

・商品開発や知的財産権等について充実した指導を行う科目
「商品開発」が新設され、 「知的財産権の概要」「知的財産の
取得」が、新たに盛り込まれた。

など

次期改訂に向けた検討の方向性

【創造性の涵養】

◆初等中等教育段階で育成すべき創造性に関わる資質・

能力（創造的な思考等の基礎となる知識・技能、創造的に
思考･判断・表現する力、新たな知的創造に向かう情意や
態度等）が発達段階や各教科等の特性に応じて育まれる
よう、各教科等の目標や指導内容を資質・能力の三つの柱
に沿って構造化。

◆資質・能力を育むために必要なアクティブ・ラーニングの

視点に基づく創造的な学習プロセスの在り方を、各教科等
の特性に応じて明確化。

◆専門的な知識と技能の深化、総合化を図り、新たな知的
創造につながる科学的な思考力・判断力・表現力等の育成
を図る選択科目「理数探究」を高等学校に設置。

◆教育課程総体として育成すべき資質・能力が育まれるよう、
教科横断的なカリキュラム・マネジメントを実現。

【知的財産の意義の理解等】

◆知的財産の保護のみならず活用の重要性も含めた理解と
知的財産の保護、活用に向かう情意や態度等を育むこと
により、新たな価値が創造されその価値を最大限に発揮さ
せることが社会の活力につながることなど、知的財産の本
質的な意義が理解・尊重されるよう、関係する教科等の内
容を再検討。

◆情報が社会で果たす役割の理解等も含め、情報活用能力
を育む共通必履修科目（情報科）を高等学校に設置。

教育基本法（平成十八年十二月二十二日法律第百二十号）（抄）

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と
正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備え
た人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創
造を目指す教育を推進する。
第二条第二項 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造
性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活と
の関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
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